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答申（案）のポイント

０２ 現状

水需要の減少、物価高騰により経営状況
が悪化

水道事業の収入は令和２年度のピーク時に
は約３．８億円あったが、減少傾向に転じてい
る

支出の面では、物価高騰の影響もあり増加
傾向が続き、令和２年度には３．５億円を超え
る結果となった。現在は３．５億円前後を推移
している

令和４年度を境に、支出額が収入額を上回
り、純損失（赤字）を計上することとなった。
純損失（赤字）の計上は維持管理に要するコ
ストを賄うことができない状況であり、将来
的に資産投資するための資金を捻出するこ
とが困難になっている
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答申（案）のポイント

０２ 現状
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※給水人口は平均増減率により算出している。
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給水収益の減少予測

給水人口は増減を繰り返しつつも、減少
の傾向となっている

給水収益については令和２年度及び令和
４年度に極端に減少しているが、これらは
新型コロナウイルス対策として基本料金の
減免を実施した結果である。令和３年度の
増加は、コロナ禍における生活様式の変化
により水需要が一時的に増加したもので
あり、現在は落ち着きを示している

今後の人口減少は水道使用者の減少に
直結し、収益の減少に反映されることから、
今後の水道事業の収入減少が見込まれて
いる

今後の更なる人口減少
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答申（案）のポイント

０２ 現状

耐用年数超過
管路の増加

今後10年間で35.9kmの
管路が耐用年数を迎え
る

水道管は40年が耐用年数

（km）

水道管路の耐用年数超過（見込み）

借入金の増加
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答申（案）のポイント

０２ 現状

経営環境の変化による課題

① 物価の高騰により供給単価（水を売る単価）を給水
原価（水を作る単価）が上回っている

令和６年度決算
供給単価１２８．５円/㎥
給水原価１３３．５円/㎥

② 初期の管路は昭和４９年に布設しており、耐用年数
の４０年を経過した管路が増加している

今後１０年間でさらに３５ｋｍ
以上の管路が耐用年数を超過

供給単価＜給水原価

管路施設の老朽化

③ 思川浄水場の更新を控えており、管路施設の更新
も含め多額の建設費用を要することとなる

借入金の残高が令和１１年度に
約２倍に増加

借入金の増加

④ 消費税改定を除いた場合、平成元年度に改定した
料金体系が現行まで続いている

３６年間変わらないため物価高
騰などの社会情勢に未対応

長期間の料金据え置き
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答申（案）のポイント

０３ 料金水準

地方公営企業の経営原則、「独立採算制」の考えのもと、水道料金算定要領で示されている
総括原価方式により適正な料金水準を算出し、赤字経営の解消を図る

地方公共団体は、水道事業、下水道事業、病院事業など地域住民の生活
や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業活動を行っており、こ
うした事業を行うために地方公共団体が経営する企業活動を総称して
「地方公営企業」と呼ぶ

地方公営企業

地方公営企業は、企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の
基本原則とするものであり、その経営に要する経費は経営に伴う収入
（料金）をもって充てる独立採算制が原則

独立採算制

事業運営にかかる費用（燃料費、人件費など）である「総括原価」を算定
し、それに見合った額を水道料金として定める方法
「水道料金算定要領」（公益社団法人 日本水道協会）に示された方式

総括原価方式
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答申（案）のポイント

０３ 料金水準

料金水準算定の流れ

算定期間の設定
期間内の費用
を算定

料金以外の収入
を算定

料金収入で賄う
水準を算出

算定期間の
支出額

（総括原価）

算定期間の
料金収入以外の

収入額

料金収入
で賄うべ
き収入

現行水準の
料金収入

不足額

算定期間 令和７年度～令和１１年度 算定期間内の収支を試算した結果

現行水準の料金収入÷有収水量
＝１２７．２円/㎥

料金収入で賄うべき収入÷有収水量
＝１５８．５円/㎥

現行では１㎥の水に対して
１２７．２円の収入がある

支出額と均衡を図るためには
１㎥の水に対して

１５８．５円の収入が必要

全体として約２５％
料金水準の引き上げ

が必要

改定率が大幅になるため、資産維持費の計上は見送っている

７
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答申（案）のポイント

０４ 料金体系

基本料金 従量料金

基本料金と従量料金を組み合わせた料金制度二部料金制

使用した水量に応じて発生する料金契約に対して発生する料金

・口径別料金体系
量水器の口径によって区分

・用途別料金体系
使用する用途によって区分

・単一料金制
全水量均一の単価

・逓増型料金制
使用水量に応じて区分

基本料金に一定の水量を付与
（基本水量１０㎥の場合 → 基本料金で10㎥まで使用可能）

基本水量制

二部料金制
野木町の
現行体系

基本水量制 用途別料金 単一料金

８



答申（案）のポイント

０４ 料金体系

二部料金制

固定的な経費を負担いただく「基本料金」と、使用した水量に応
じて負担いただく「従量料金」の構成を一般的な考え方として採
用

口径別料金体系への移行

使用する給水装置の口径によって区分することで、明確な基準
による区分となり、費用負担の公平性や明確性を担保

基本水量制の廃止

核家族化や一人世帯の増加によって基本水量に満たない使用
者が増加しており、公平性に問題が生じている

逓増型料金制の導入

用途別料金の変更や基本水量制により、水量区分ごとの改定率
に偏りが生じるため、激減を緩和するために採用

354

767

125 用途別

口径別

その他

28.4%

61.6%

10.0%

全国の料金体系割合

全国的に用途別は減少し、口径別
が増加している傾向にある

～ 改定案のポイント ～
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答申（案）のポイント

０４ 料金体系

総括原価の算定 総括原価の分解・配賦 料金体系

営業費用

資本費用

人件費、薬品費、動
力費、修繕費、受水
費、減価償却費、通
信運搬費、資産減耗
費、委託料、手数料

等

支払利息、資産維持
費（対象資産×資産

維持率）

需要家費

固定費

変動費

水道使用者がいるこ
とで必要な経費
検針・集金関係費等

給水量の多寡に係わ
らず、水道施設の適
正な維持に固定的に
必要な費用

人件費、資本費等

給水量に応じて必要
な経費

薬品費、動力費等

基本料金

従量料金

配

水

能

力

配水能力と平
均配水量との

差

平均配水量

分 解 配 賦

料金体系設定の考え方

※水量区分ごとの改定率に大きな偏りが生じないよう調整を図る
１０



答申（案）のポイント

０４ 料金体系

配賦に関する調整

基本水量制の廃止、料金体系の変更、長期間同じ料金体系であったことによる改定率の偏りに対応するため、
複数の配賦基準によって料金体系へ転嫁する

需要家費 かかる経費を使用者件数で割り返して配賦

固定費

固定費①

固定費②

固定費③

かかる経費を有収水量で割
り返して配賦
（１㎥あたりの供給単価が
同額となる）

変動費

口径 小 口径 大

等しく配賦される

等しく配賦される

口径が大きくなる
ほど負担が増加す

る

口径が大きくなる
ほどゆるやかに負
担が増加する

水量を多く使うほ
ど負担が増加する

水量を多く使うほ
ど負担が増加する

口径 小 口径 大

使用水量 小 使用水量 大

かかる経費を有収水量で割
り返して配賦
（１㎥あたりの供給単価が
同額となる）

使用水量 小 使用水量 大

基
本
料
金
へ
配
賦

従
量
料
金
へ
配
賦

口径ごとの件数、流量
比によって配賦

かかる経費を使用者件数
で割り返して配賦

口径ごとの件数、流量
比によって配賦

現行料金体系の負担の割
合に応じて配賦

改
定
率
の
偏
り
を
抑
制
す
る
た
め
調
整

改
定
率
の
偏
り
を
抑
制
す
る
た
め
調
整

標準的な考え標準的な考え

固定費④

１～１０㎥までの単価を定額に設定した
のちに、残りを割り返して配賦
（１１㎥以降の１㎥あたりの供給単価が
同額となる）

１～１０㎥までの単価を定
額に設定したのちに、残り
を割り返して配賦
（１１㎥以降の１㎥あたり
の供給単価が同額となる）

１１



答申（案）のポイント

０５ 料金表

口径 基本料金
従量料金

１０㎥まで １１㎥から

１３ｍｍ ９１０円

３０円 １５2円

２０ｍｍ １，０８０円

２５ｍｍ １，１８０円

３０ｍｍ １，３３０円

４０ｍｍ １，８３０円

５０ｍｍ ４，１４０円

７５ｍｍ ５，９５０円

１００ｍｍ ８，５５０円

口径 基本料金
従量料金

１０㎥まで １１㎥から

１３ｍｍ １，０００円

基本料金
に含む

１３０円

２０ｍｍ １，０５０円

２５ｍｍ １，０６０円

３０ｍｍ １，１２０円

４０ｍｍ １，１５０円

５０ｍｍ １，９１０円

７５ｍｍ ２，２００円

１００ｍｍ ２，５４０円

現行料金表旧 見直し後料金表（案）新

・税抜き表記
・現行料金の基本料金にメーター使用料含む

新料金体系（案）

１２



答申（案）のポイント

０５ 料金表

見直し料金（案） 見直し料金（案）現行比較（円） 見直し料金（案）現行比較（％）

水量区分ごとの料金表及び現行料金との比較を示した

水量 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

1 1,034 1,221 1,331 1,496 2,046 4,587 6,578 9,438

2 1,067 1,254 1,364 1,529 2,079 4,620 6,611 9,471

3 1,100 1,287 1,397 1,562 2,112 4,653 6,644 9,504

4 1,133 1,320 1,430 1,595 2,145 4,686 6,677 9,537

5 1,166 1,353 1,463 1,628 2,178 4,719 6,710 9,570

6 1,199 1,386 1,496 1,661 2,211 4,752 6,743 9,603

7 1,232 1,419 1,529 1,694 2,244 4,785 6,776 9,636

8 1,265 1,452 1,562 1,727 2,277 4,818 6,809 9,669

9 1,298 1,485 1,595 1,760 2,310 4,851 6,842 9,702

10 1,331 1,518 1,628 1,793 2,343 4,884 6,875 9,735

11 1,498 1,685 1,795 1,960 2,510 5,051 7,042 9,902

12 1,665 1,852 1,962 2,127 2,677 5,218 7,209 10,069

13 1,833 2,020 2,130 2,295 2,845 5,386 7,377 10,237

14 2,000 2,187 2,297 2,462 3,012 5,553 7,544 10,404

15 2,167 2,354 2,464 2,629 3,179 5,720 7,711 10,571

20 3,003 3,190 3,300 3,465 4,015 6,556 8,547 11,407

30 4,675 4,862 4,972 5,137 5,687 8,228 10,219 13,079

40 6,347 6,534 6,644 6,809 7,359 9,900 11,891 14,751

50 8,019 8,206 8,316 8,481 9,031 11,572 13,563 16,423

100 16,379 16,566 16,676 16,841 17,391 19,932 21,923 24,783

200 33,099 33,286 33,396 33,561 34,111 36,652 38,643 41,503

300 49,819 50,006 50,116 50,281 50,831 53,372 55,363 58,223

400 66,539 66,726 66,836 67,001 67,551 70,092 72,083 74,943

500 83,259 83,446 83,556 83,721 84,271 86,812 88,803 91,663

1000 166,859 167,046 167,156 167,321 167,871 170,412 172,403 175,263

2000 334,059 334,246 334,356 334,521 335,071 337,612 339,603 342,463

3000 501,259 501,446 501,556 501,721 502,271 504,812 506,803 509,663

4000 668,459 668,646 668,756 668,921 669,471 672,012 674,003 676,863

5000 835,659 835,846 835,956 836,121 836,671 839,212 841,203 844,063

水量 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

1 ▲66 66 165 264 781 2,486 4,158 6,644

2 ▲33 99 198 297 814 2,519 4,191 6,677

3 0 132 231 330 847 2,552 4,224 6,710

4 33 165 264 363 880 2,585 4,257 6,743

5 66 198 297 396 913 2,618 4,290 6,776

6 99 231 330 429 946 2,651 4,323 6,809

7 132 264 363 462 979 2,684 4,356 6,842

8 165 297 396 495 1,012 2,717 4,389 6,875

9 198 330 429 528 1,045 2,750 4,422 6,908

10 231 363 462 561 1,078 2,783 4,455 6,941

11 255 387 486 585 1,102 2,807 4,479 6,965

12 279 411 510 609 1,126 2,831 4,503 6,989

13 304 436 535 634 1,151 2,856 4,528 7,014

14 328 460 559 658 1,175 2,880 4,552 7,038

15 352 484 583 682 1,199 2,904 4,576 7,062

20 473 605 704 803 1,320 3,025 4,697 7,183

30 715 847 946 1,045 1,562 3,267 4,939 7,425

40 957 1,089 1,188 1,287 1,804 3,509 5,181 7,667

50 1,199 1,331 1,430 1,529 2,046 3,751 5,423 7,909

100 2,409 2,541 2,640 2,739 3,256 4,961 6,633 9,119

200 4,829 4,961 5,060 5,159 5,676 7,381 9,053 11,539

300 7,249 7,381 7,480 7,579 8,096 9,801 11,473 13,959

400 9,669 9,801 9,900 9,999 10,516 12,221 13,893 16,379

500 12,089 12,221 12,320 12,419 12,936 14,641 16,313 18,799

1000 24,189 24,321 24,420 24,519 25,036 26,741 28,413 30,899

2000 48,389 48,521 48,620 48,719 49,236 50,941 52,613 55,099

3000 72,589 72,721 72,820 72,919 73,436 75,141 76,813 79,299

4000 96,789 96,921 97,020 97,119 97,636 99,341 101,013 103,499

5000 120,989 121,121 121,220 121,319 121,836 123,541 125,213 127,699

水量 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

1 ▲6.00 5.71 14.15 21.43 61.74 118.32 171.82 237.80

2 ▲3.00 8.57 16.98 24.11 64.35 119.90 173.18 238.98

3 0.00 11.43 19.81 26.79 66.96 121.47 174.55 240.16

4 3.00 14.29 22.64 29.46 69.57 123.04 175.91 241.34

5 6.00 17.14 25.47 32.14 72.17 124.61 177.27 242.52

6 9.00 20.00 28.30 34.82 74.78 126.18 178.64 243.70

7 12.00 22.86 31.13 37.50 77.39 127.75 180.00 244.88

8 15.00 25.71 33.96 40.18 80.00 129.32 181.36 246.06

9 18.00 28.57 36.79 42.86 82.61 130.89 182.73 247.24

10 21.00 31.43 39.62 45.54 85.22 132.46 184.09 248.43

11 20.53 29.83 37.14 42.56 78.28 125.10 174.76 237.15

12 20.16 28.55 35.15 40.14 72.62 118.62 166.42 226.93

13 19.86 27.50 33.52 38.15 67.92 112.87 158.92 217.61

14 19.61 26.62 32.15 36.46 63.95 107.74 152.13 209.08

15 19.39 25.88 30.99 35.03 60.56 103.13 145.96 201.25

20 18.70 23.40 27.12 30.17 48.98 85.67 122.00 170.05

30 18.06 21.10 23.50 25.54 37.87 65.85 93.54 131.32

40 17.76 20.00 21.77 23.31 32.48 54.91 77.21 108.23

50 17.58 19.36 20.77 21.99 29.29 47.96 66.62 92.89

100 17.24 18.12 18.81 19.42 23.04 33.14 43.38 58.22

200 17.08 17.51 17.86 18.16 19.96 25.22 30.59 38.51

300 17.03 17.32 17.54 17.75 18.94 22.49 26.14 31.54

400 17.00 17.22 17.39 17.54 18.44 21.12 23.88 27.97

500 16.99 17.16 17.29 17.42 18.13 20.29 22.50 25.80

1000 16.95 17.04 17.11 17.17 17.53 18.61 19.73 21.40

2000 16.94 16.98 17.02 17.05 17.23 17.77 18.33 19.17

3000 16.93 16.96 16.98 17.01 17.12 17.49 17.86 18.43

4000 16.93 16.95 16.97 16.98 17.07 17.35 17.63 18.05

5000 16.93 16.95 16.96 16.97 17.04 17.26 17.49 17.83

１３



答申（案）のポイント

０６ 料金推計

新料金体系（案）を基に今後の水道料金の推計を示した

307.2 309.7

335.5

371.2 371.3 371.5

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

R6 R7 R8 R9 R10 R11

給水収益

項目 R6（決算） R7 R8 R9 R10 R11

給水収益 307.2 309.7 33５.５ 3７１.２ 3７１.３ 3７１.５

料金回収率 96.3% 90.9% 96.５% 105.９% 10５.４% 10４.６%

R8.１０月使用分（１１月調定）から改定を想定

R6
給水収益

３０７．２百万円
料金回収率

９６．３％

給水収益

３０７．２百万円
料金回収率

９６．３％

給水収益

３７１．５百万円
経費回収率

１０４．６％

給水収益

３７１．５百万円
料金回収率

１０４．６％

R１１

単位：百万円

(百万円)

料金回収率＝
供給単価（水を売る単価）

給水原価（水を作る単価）
×１００
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答申（案）のポイント

０７ 改定時期

改定時期のポイント

議案の上程

R8.３ R8.１０

料金改定の周知

新体系へ移行

純損失（赤字）の計上が続いていることから、
できる限り早急な改定が望ましい

早急な
赤字経営の是正

十分な周知期間を設け、水道使用者への理解に
努める必要がある

水道使用者への
理解

周知期間 半年

令和８年１０月１日
より改定
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答申（案）のポイント

０８ 附帯意見

適正な水道料金水準に係る検討項目に加え、留意すべき事項を記述

附
帯
意
見

３年から５年程度で定期的な見直しの検討

【物価上昇などの社会情勢の変化の場合でも必要に応じて検討をすること】

平成元年度からの長期間の据置による高い改定率

【積極的な広報活動による使用者への十分な理解を得ること】

料金改定のみを財政収支改善の手段としない

【業務の改善・合理化による経費の圧縮に努めること】
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参 考 資 料水道料金比較一覧

2,508 
2,530 

2,860 
2,915 
3,003 

3,135 
3,162 

3,267 
3,316 

3,487 
3,581 
3,586 
3,619 

3,740 
3,768 
3,768 
3,855 
3,905 
3,960 
4,048 
4,081 
4,103 
4,169 
4,180 
4,230 
4,290 
4,290 
4,290 
4,300 
4,305 

4,400 
4,455 
4,455 
4,460 
4,488 
4,565 

4,785 
4,807 

4,950 
5,170 

5,280 
5,390 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

日立市
野木町（現行）

つくば市
水戸市

野木町（見直し後）
古河市

ひたちなか市
高萩市
東海村

小美玉市
守谷市
境町

北茨城市
美浦村

常陸太田市
大洗町
笠間市
鹿嶋市
神栖市
那珂市
結城市
土浦市
茨城町
城里町
大子町

つくばみらい市
筑西市

かすみがうら市
常陸大宮市

常総市
下妻市
鉾田市
五霞町
坂東市
阿見町
潮来市

八千代町
石岡市
河内町
稲敷市
桜川市
行方市

2,060 

2,310 

2,447 

2,475 

2,530 

2,585 

2,640 

2,860 

3,003 

3,047 

3,124 

3,135 

3,190 

3,200 

3,246 

3,465 

3,465 

3,465 

3,575 

3,657 

3,718 

3,740 

3,916 

3,938 

4,015 

4,290 

4,290 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 

足利市

佐野市

日光市

鹿沼市

野木町（現行）

下野市

栃木市

宇都宮市

野木町（見直し後）

壬生町

小山市

上三川町

真岡市

さくら市

市町村平均

益子町

市貝町

芳賀町

高根沢町

那須塩原市

那須町

大田原市

茂木町

那須烏山市

矢板市

塩谷町

那珂川町

栃木県 茨城県

最大：行方市 ５，３９０円
最小：日立市 ２，５０８円

１３ｍｍ若しくは家庭用、メーター使用料及び消費税含む

最大：那珂川町 ４，２９０円
最小：足利市 ２，０６０円
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R7.４．１現在 R6.３．３１現在
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